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わが国地方自治体における 監査制度のあ り方 

一一一公正かっ 能率的な行政の 確保をめざして   

隅 田 
  " 一 且 

  

] . 住民自治と情報公表義務制度 や 財務活動成績など ), 財政関連諸法規等の 遵 

わが国の地方行政システムは ，統一性と公平 守の程度，行政活動の 効率性や有効性に 関する 

性を重視するこれまでの 中央集権 型から脱却し 情報を広く住民に 公表することによって ，住民 

て ，地域の個性や 主体性を発揮し ぅる 地方分権 0 行政参加，行政監視を 促進し地方行財政に 

型への転換過程にあ る．分権 型行政システムの 関する住民の 理解と協力を 得て，民主日りにして 

もとでは，民主的にして 公正かつ能率的な 行政 公正かつ能率的な 行政を確保しようとするもの 

の確保を図り ，住民の自治意識を 一層高揚して ， であ る・ 

住民自治を充実・ 活性化し住民の 選択と責任 ところが，実際に 公表されている 行財政情報 

のもとに，地域の 実情に即した 個性的で多様性 は ， 目的適合性，理解可能性，適時性など 本来 

に 富んだ地域行政が 展開されなければならない・ 情報が具備すべき 重要な条件を 欠如している 1)   

したがって，今後，地方分権 が進むにつれて ， このため，住民はこれらの ，情報に基づいて 当該 

地方自治体はもとよりのこと ，主権 者であ る 住 自治体の行財政の 現状と課題について 理解を深 

民の果たすべき 役割はますます 重要なものとな め ， その生活に重要な 影響を及ぼす 政策の決定 

るであ ろ       や執行過程に 参加することは 極めて困難であ る 

しかし，住民自治を 充実・活性化するために と 思われる，つまり ，現行の情報公表義務制度 

は ，住民の地域行政過程への 実質的な参加を 促 は ，その本来的な 趣旨とは著しく 掛け離れたも 

進しぅる 行財政情報の 公表義務制度の 確立が不 のとなっており ，住民の「知る 権 利」を保障す 

可 欠な前提条件となる． けだし， 「情報なくし る 制度として有効に 機能していないということ 

て 参加なし」といわれるように ， 行 財政情報の であ る 2)   

公開によって ，住民は当該自治体の 行財政の現 

状 と課題について 理解を深め， より的確な判断 2. 地方公会計制度とアカウンタビリティ 

と行動が可能となるからであ る・ しかも， この 情報公表義務制度が 有効に機能しえない 主要 

ような行財政情報の 公表義務制度は ，直接請求， な 理由は，行政の 住民に対するアカウンタビリ 

住民投票，住民監査請求，住民訴訟など ，各種 ティの評価と 意思決定に役立つ 情報 3) を作成し 

の 民主的な制度が 保障する住民の 権 利の適切な えない地方公会計制度の 不備・不完全さと ， 情 

行使を可能ならしめるものであ る   報 開示に対する 自治体の消極的な 姿勢，すなわ 
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ち， 自ら進んで当該自治体の 行財政の実態を 開 

示し住民の行政参加，行政監視を 促進し開 

かれた行政を 実現しょうとする 姿勢が見られな 

いことに求められる・ とりわけ，わが 国の公会 

計制度は，首長など 行政管理者に 役立っ情報を 

提供するための 内部管理事務組織として 位置づ 

けられている・すなわち ，それは，いまだに 大 

福帳 的な単式簿記による 現金収支会計と 予算村 

上 ヒの 決算を採用しており ，当該自治体の 財政 状 

態及び財務活動成績など ，財政実態に 関する適 

切な情報を作成し ぅる 住民のための 外部報告会 

計制度として 確立されていないのであ る 4). 
かって，地方財務会計制度調査会は ，地方自 

治体が住民に 対して「真の 意味の会計責任」を 

果たすためには ，会計決算制度の 導入とそれに 

基づく決算報告書の 公表が不可欠であ ると主張 

したが， その後， 30 数年を経過した 現在も， な 

お明治以来の 前近代的な会計制度が 現実に機能 

しているのであ る． わが国の現行制度は ， アメ 

リカでいえば ，連邦会計制度が 発足した 1789 年 

から 1910 年代に至るいわば 公会計双史の 状態に 

あ ると言っても 過言ではない ， こうした現状は ， 

まさにわが国における 地方民主主義の 遅れを 天 

下 に示すものであ り，早急に改善されねばなら 

ない． 

少なくともアメリカ や イギリスの地方自治体 

なみに，複式簿記に 基づく近代的な 会計制度を 

導入すること ，すなわち，住民に よ る行政のア 

カウンタビリティの 評価と経済白 9, 社会的及び 

政治的な意思決定に 役立つ情報を 提供しうる会 

計制度を確立することが 必要不可欠であ る． こ 

こでいうアカウンタビリティ ( 会計責任または 

説明責任 ) とは，当該自治体の 財政状態や財務 

活動成績等に 関する財務会計責任，法令や 予算 

等の行為準則への 準拠に関する 会規 性 又は準拠 

性会計責任，資源の 経済的・効率的な 利用に関 

する経済性・ 効率性会計責任及びプロバラム 等 

の有効性に関する 有効性会計責任であ る， ). 

3. 公正かつ能率的な 行政運営と監査制度 

地方自治体における 監査制度は， このような 

アカウンタビリティを 客観的に検証するための 

制度であ り，情報公表義務制度を 充実・補完す 

るものとして 重要な役割を 果たすものであ る， 

本来，地方自治体の 監査制度は，住民自治の 立 

場から， 行 財政に関する 事務の執行や 経営に係 

る事業の管理などを 監査することによって ，不 

正・腐敗の防止や 能率の改善等を 図るとともに ， 

当該自治体の 行財政運営の 実態を定期的に 住民 

に公表することによって ， 行 財政運営に対する 

住民の批判と 監視を促進し 行政に対する 住民 

の信頼を高めるための 制度であ る． 

しかし残俳ながら ，わが国の監査委員制度 

は ， このような本来あ るべき姿からは 甚だしく 

掛け離れたものとなっている・すなわち ， それ 

は，専ら首長など 行政管理者に 奉仕するための 

制度として位置づけられているのであ る． この 

ため，つ い 最近まで監査結果の 概要すら住民に 

は公表されておらず ，民主的な統制の 手段とし 

て十分に機能していないのが 実態であ る． しか 

し こうした監査制度によっては ，不正・腐敗 

を防止し能率の 改善等を図り ，行政運営に 対 

する住民の批判と 監視を促進し ，行政に対する 

住民の信頼を 高めることはとうてい 不可能であ 

ると い え よう 6,, 

事実，地方行政における 不正，腐敗はまさに 

全国に蔓 延しており，新聞・テレビ 等でも大々 

的に取り上げ ，深刻な社会問題にまで 発展して 

いるのであ る． こうした状況を 改善し公正か 

つ能率的な行政運営を 確保するために ， これま 

でさまざまな 改善提案がなされてきた・ 例えば， 

自治体のトップと 建設業界との 癒着による公共 

工事の入札をめぐるり x 賭事件等を契機として ， 

全国知事会など 地方六団体は ，「地方分権 の推 

進に関する意見書」において ，公正かっ効率的 

な 財政運営を確保するため ，監査委員による 監 

査に加え，財務監査について 外部監査制度を 導 

入するよう提言しているのであ る ". 
しかしその後も 行政部局におけるヤミ 給与， 
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カラ出張， カラ会議， カラ接待などによる 裏 金 

づくりや公費の 流用， また官官接待に 係わる公 

金の不正支出や 不正な経理操作， さらに，本来， 

こうした不正・ 腐敗をチェック し 防止すべき 

立場にあ る監査委員事務局までがカラ 出張等で 

裏 金をつくり，それを 飲食費等に充当するなど ， 

行政に対する 住民の信頼を 失墜させる事件はあ 

とを絶たないのであ る・地方制度調査会 ( 以下， 

地利 調 ) では，こうした 事態を重視し 地方行 

改め チェック体制を 充実・強化するために ，外 

部監査機構を 導入する方向で 検討を進めている 

ところであ る 8). 

今後，地方分権 がさらに進み ，国庫補助金等 

が大幅に削減されると 9), 当然，会計検査院等 

による地方自治体の 検査の機会は 少なくなるで 

あ ろう・ こうした状況のもとで ，各自治体が 責 

任あ る行政主体として 公正かつ能率的な 行政運 

営を確保するためには ，今まで以上に 強力な 監 

査 体制を確立することが 必要となるのであ る． 

本稿は，以上のような 現状認識に基づいて ， 

住民自治の視点から ，先ず，わが 国の監査委員 

制度， とりわけ監査人の 独立性と専門性，監査 

実施体制及び 監査範囲・対象に 係わる問題点を 

摘出して，現行監査制度の 限界を明らかにし 

次に，先進的なイギリス 及びアメリ ヵ の 州 ，地 

方政府の監査制度のもとでは ，これらの問題点 

及び限界をどのように 処理しかっ克服して ぃ 

るかについて 考察を加え，最後に ，公正かつ能 

率由りな行政運営を 確保するために 必要な現行制 

度の改革に関する 具体的な提案と 仝後の検討課 

題を明らかにしょうとするものであ る． 

Ⅱ わが国における 監査委員制度とその 限界 

1 . 監査委員制度の 沿革 

わが国地方自治体の 監査委員制度の 淵源は， 

明治中期に制定された 府県別，市制及び 町村制 

のもとで，国及び 上級官庁の後見的な 監督のも 

とに決算や出納等の 検査権 を付与された 府県参 

事会，市・町村会等に 求められ ぅる ．その後， 

中央集権 主義のもとで ，戦時体制を 確立・強化 

するために， 昭和 18 年に行われた 府県制及び 

市・町村制の 一部改正では ，府県参事会に よ る 

出納検査権 が廃止され， また 市 ・ W 村議員に よ 

る実地検査権 に関する規定が 削除された． そし 

てこの改正の 際に京都，大阪，名古屋，横浜な 

ど 8 大都市では，首長が 議会に諮って 選任する 

考査役制度が 新設されることになったのであ る   

考査役は任期 4 年の有給の吏員であ り，首長の 

監督を受けて 当該自治体の 経営に係る事業の 管 

理及び出納その 他の事務の執行を 考査する，ひ 

わりる内部監査制度であ る 10). 
第二次大戦後においては ，昭和 21 年に地方制 

度の大改正が 行われた・そこでは ，議会による 

監査権 限を復活し大都市の 考査役による 考査 

を 廃止するとともに ， これをべ ー スに地方自治 

の一環として 監査委員制度が 創設されたのであ 

る． この制度は翌 22 年に制定された 地方自治法 

に継承された．爾来，数次にわたる 法律改正を 

経て，漸次，整備・ 改善され，現在に 至ってい 

る・ この間，地方財務会計制度調査会の 答申を 

受けて，昭和 38 年に地方自治法の 大幅な改正が 

行われたが， この改正では ，すべての自治体に 

おいて監査委員を 必 置制 としたほか，定員の 変 

更 ，知識経験を 有する委員の 資格条件の明確化 

等が図られ， ほぼ現行制度の 枠組みを確立する 

ことになったのであ る． 

さらに， 最近では， 地方制度調査会の 第 18 次 

答申や臨時行政改革推進審議会の 答申 11) 等を 

踏まえ，平成 3 年 4 月に地方自治法の 一部改正 

が行われ， この改正に よ り監査委員の 選任要件 

の拡充， OB 選任の制限，監査委員の 常勤化， 

監査委員の服務・ 懲戒規定，監査委員に よ る 監 

査 対象の拡大，合議制の 拡大等が図られること 

になったのであ る． 

2. 監査委員制度とその 問題点 

Ⅲ 監査委員の独立性と 専門性の問題 

監査委員は，教育委員会，公安委員会などと 

ともに，行政委員会の 一つとして地方自治体で 

は必着とされ ，財務に関する 事務の執行，経営 
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に 係る事業の管理等に 関する監査の 遂行を任務 を 監査することになる 訳であ るから，首長と 監 

とする執行機関であ る・地方自治法では ，この 査 委員の場合と 同様に，いわゆる   馴れ合い監査 

ような監査委員の 資格要件及びその 選任方式を によってヤミ 給与， カラ出張， 汚職なと， 不 

次のように規定している・すなわち ，「監査委 正 ・腐敗の温床となる 危険性を多分に 宇 んでお 

買 は，普通地方公共団体の 長が，議会の 同意を り ，公正・不偏な 職務の遂行を 期待することは 

得て，人格が 高潔で，普通地方公共団体の 財務 難しい   

管理，事業の 経営管理その 他行政運営に 関し 優 こうした批判に 応、 えて，平成 3 年の法律改正 

れた識見を有する 者 ( 以下， 「識見を有する では，識見を 有する者のうちから 選任された 監 

者 」 ) 及び議員のうちから ， これを選任する．」 査 委員の数が 2 人以上であ る自治体にあ っては， 

と 定めている． 少なくともその 1 人以上は，選任双 5 年間にお 

この規定が 字 んでいる第 1 の問題点は，首長 い て当該自治体の 職員で政令で 定めるものでな 

が 議会の同意を 得て監査委員を 選任するとい       かった者でなければならないという ， OB の 制 

選任方式から 生ずる監査委員の 独立性にかかわ 限 条項が創設されたのであ る   

る 問題であ る・識見を有する 者が首長の行政 活 第 2 の問題点は，議員選出委員の 中立性， 独 

動を監査する 場合には，首長に 対する恩義や 遠 五性及び専門性にかかわる 問題であ る．現行 制 

慮から監査活動に 手心が加えられる 虞 れがあ り， 度 では，議員のうちから 選任される監査委員の 

監査委員の独立性を 確保することは 困難であ る   数は， 委員、 の定数が 4 人 ( 都道府県及び 政令 

特に，監査委員が 再選を希望している 場合には， 市 ) の場合は 2 人又は 1 人， 3 人以内 ( その他 

首長にとって 不利益となるような 行政運営の実 0 市町村 ) の場合は 1 人であ る． また監査委員 

態 な， 進んで住民に 公表することは 希有な ケ一 の 任期は，識見を 有する者のうちから 選任され 

ス であ ろう   も る のは 4 年，議員のうちから 選任される者は 

また，監査委員の 選任状況は，実態調査によ その任期によることになっている．実態調査に 

って明らかなごとく ，特に，都道府県及び 大都 ょ れば，議員選出委員は ，与党会派から 選出さ 

市の場合には ，当該自治体の OR から選任され れる場合が多いとされるが ，かかる場合に ，首 

た 監査委員の数が 非常に多 い ( 表 1.   参照 ). こ 長 との関係で，委員の 独立性・中立性を 完全に 

のように識見を 有するものが OR であ る場合に 保持し ぅ るかという問題が 生ずる   

は ，かっての上司， 同僚，部下などの 行政活動 また議員選出委員の 任期に関する 実態調査で 

表 1  監査委員数 ( 平成 5 ヰ皮 ) 

資料出所 : 第 24 次地利 調 第 11 回 専門小委員会資料 
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は ，識見を有する 委員に較べて ，短期間に委員 

を交替するケースが 多いとされているが ，議員 

選出委員の場合には 必ずしも財務管理や 経営管 

理等の専門家が 選出されるという 保証はない． 

したがって，高度の 専門的能力と 相当の実務 経 

験 が要求される 監査において ， こうした短期の 

交替は専門性の 面で重大な問題を 苧んでいるの 

であ る・特に，監査委員事務局体制が 十分でな 

く， しかも監査委員の 定数が 2 名以下の市 W 村 

の場合には，監査委員の 果たすべき役割は 重大 

であ り，委員の専門性の 欠如は極めて 深刻な問 

題であ るといえよう． 

(2) 監査実施体制の 問題 

①監査委員事務局の 整備 監査委員事務局 

( 以下，事務局 ) は， もともと監査機能の 充 

実・強化を図るために ，地方財務会計制度調査 

会の答申に基づき ，昭和 38 年の地方自治法の 改 

正に際して創設されたものであ る．現在，事務 

局は都道府県では 必着とされ，市では 条例の定 

めるところにより 置くことができる．事務局を 

置かない市及び W 村は，監査委員の 事務を補助 

させるため書記その 他の職員を置かなければな 

らない・事務局長，書記その 他の職員は，代表 
監査委員が任免し その定数は条例で 定めるこ 

とになっている． そして事務局長は 監査委員の 

命を受け，書記その 他の職員は上司の 指揮を受 

け ，それぞれ監査に 関する事務に 従事するもの 

と規定している． 

事務局の整備に 係わる第 1 の問題点は，職員 

の独立性と専門性をどのように 確保するかと ぃ 

6 点にあ る．監査委員の 定数は，上述のごとく   

都道府県及び 政令市の場合でも 最大 4 名であ り   

かかる少数の 委員が大規模自治体における 行政 

活動全般にわたって 監査を実施することは ，事 

実上不可能であ る． したがって， どの自治体で 

も 監査委員の指導のもとに ，通例，事務局職員 

が監査に従事することになっているのであ る． 

しかし事務局職員は ， もともと長部局の 職 

員であ り，その任免権 は法的には代表監査委員 

に 委ねられているものの ，実際には首長がその 

権 限を握っており ，事務局職員も 定期的 (2 一 

3 年 ) に他の部局に 転任するのが 慣例となって 

いる， このような職員の 身分及び短期転任の 状 

態は，監査委員の 場合と同様に ，独立性及び 専 

間性の確保という 点で重大な欠陥を 有するもの 

であ る・すなわち ，長部局からの 出向職員とい 

う不安定な身分のために ，上司や同僚への 恩義 

や遠慮から，監査に 手心が加えられ ，公正・ 不 

偏な 職務の遂行を 期待しえないこと ， また短期 

転任のために 専門 白 りな知識や能力をもった 職員 

の育成が極めて 困難であ ることであ る． 

事務局職員に 係わる第 2 の問題点は，監査事 

務に従事する 専任職員の絶対数が 少ないという 

点 にあ る・第 24 次地判調の専門小委員会の 資料 

に ょ れば，平均的な 専任職員数は ，都道府県が 

約 21 名，指定都市が 約 26 名，人口 25 万人以上の 

市が約 8 名，その他の 市が 2 一 4 名であ る． そ 

して事務局を 設置できない W 村の場合は 1 一 2 

名で， 大半が他の部局との 併任となっている 

( 表 2 参照 ). しかし後述するように ，監査範 

囲・対象は，一般監査，特別監査，決算審査， 
行政監査など ，広範多岐にわたっており ， この 

ような少数の 専任職員によっては ，十分な監査 

を 実施することは 極めて困難であ る． 加えて 住 

民の直接請求に 基づく監査や 住民監査請求など 

が行われる場合には ，その対応に 重大な支障を 

生ずることになるであ ろう ( 表 3 参照 ). 特に， 

専任職員を置かない 大半の町村の 場合は，一般 

に行政事務を 処理する職員が 監査事務も併任す 

ることになる 訳であ るから， 自己監査となる 可 

能性が高く， こうした状況のもとでは ，公正で 

合理的かっ効率的な 行政運営を保障することは 

困難であ る． 

②統一的な監査基準の 設定 監査基準を設定 

し監査人にこれを 遵守させることは ，監査 制 

度を確立しかっ 維持するために ， また，監査に 

対する住民の 信頼を高め，任務の 範囲を限定す 

るために， さらに，利害関係者及び 監査人自身 

の利益を擁護するために 必要不可欠な 条件であ 



わが国地方自治体における 監査制度のあ り方 ( 隅田 一 隻 ) (263)  47 

表 2  監査委見事務局等の 職員数 ( 平成 7 年 1 月 1 日現在 ) 
平均の件数 

事務局を設置している 団体 数 

専任の事務局職員 

経 3 年未満 

験 
3 年以上 10 年未満 

年 

数 * 
]0 年以上 

兼任の事務局職員数 

経 3 年未満 0 ・ 4     0 ・ 2 l.0 O,6                     (66.7%) 。 60.0%,l 0 ・ 3, 。 66.7%)                   
馬食 

3 年以上 10 年未満 0 ・ I     0.l 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ， 4 

午 
  (50.0%)@ (33.3%)@ (40.0%)@ (33.3%)                   

WO 年 以上           
要文 

      
資料出所 : 第 24 次地利 調 第 11 回専門小委員会資料 

表 3  要求監査の件数 査の実施に当たって ，監査委員は ， 特に ， 次の 

( 日召 和 57 年 4 月 1 日から平成 4 年 3 月 3] 日 まで ) 点 に留意するよう 規定するにとどまっている   

すなわち，地方自治体が ， その事務処理に 当た 

って，住民福祉の 増進に努め，最少の 経費で最 

大の効果を上げているか 否か， そして常にその 

組織及び運営の 合理化に努め ，その規模の 適正 

化を図っているか 否かに意を用いることであ る   

このように地方自治法では ，財務監査及び 行 

政 監査に際して ，監査委員が 遵守すべき監査基 

準 は ついて，全く 規定を設けていないのであ る   

すなわち， わが国では，すべての 自治体に対し 

て ，適用し ぅる 統一的な監査基準は 存在しない 

It@ 1,453@ 86@ 749@ 618@ 2,565@ 672 ということであ る・ もとより各自治体では ， 監 

  査 委員の全国組織，例えば「全国都市監査委員 
資料出所 : 第 24 次地利 調第 15 回専門小委員会資料 

会 」の「都市監査基準準則」 '3) 等を参考にして ， 

独自の監査基準や 監査等の着眼点を 設定しそ 
る ， 2). ところが，わが 国では，従来，地方自 れに準拠して 監査を実施している． しかし 自 

治 体における監査機能の 重要性が十分認識され 治 体における監査基準等の 設定状況は必ずしも 

てこなかった・ このため，地方自治法では ， 監 十分ではない．特に ，小規模市町村におけるそ 
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の 設定状況は極めて 低調であ る． この ょ うな状 

態は，地方自治体監査の 権 威を弱め，監査の 客 

観性を保証しえな い だけでなく，監査委員の 責 

任の所在をも 不明確にするという 重大な問題を 

苧んでいるのであ る． 

(3) 行政監査に係わる 問題 

地方自治体における 監査委員の監査は ， 田 一 

般監査 ( 定例監査，随時監査，財政援助団体等 
に対する監査 ), (2 特別監査 ( 住民の直接請求 

に基づく監査，議会，主務大臣又は 知事等の要 

求 監査など ) 及 ㎝ 3) その他の監査 ( 出納検査， 

公金の収納等の 監査，決算審査，住民の 監査請 

求に基づく監査など ) に大別され，監査委員の 

職務権 限は広範多岐にわたっている． しかし 

これまでは主に 財務監査に重点がおかれ ，いわ 

ゆる行政監査はその 監査対象に含まれていなか 

ったのであ る． 

しかし近年，地方自治体における 公債等の 

残高は累増し また経常収支上 ヒ 率や公債 費 負担 

率も高水準で 推移するなど ，地方財政の 構造は 

硬直性を増大しっ っ あ る， 4). このため，どの 

自治体でも住民の 理解と協力のもとに ，事務事 

業の見直し組織・ 機構の簡素合理化，給与・ 

定員管理の適正化など ， 自主的・計画的な 行政 

改革を推進しているところであ る 15). いうま 

でもなく，行政活動における 非能率は，増税や 

料金値上げ等を 通じて，最終的には 主権 者であ 

る住民の財政的な 負担の増加をもたらすことに 

なる・特に，利潤の 獲得を主要な 目的としない 

行政活動の場合には ，営利企業なみの 競争原理 

が働きにくく ， とかく非能率に 陥りやすいため 

に，住民が能率自りな 行政の確保に 重大な関心を 

もっのは当然のことであ る． 

この ょう な自治体に よ る行財政改革の 推進及 

び能率的な行政の 確保に対する 住民の関心や 期 

待の高まりを 踏まえ，平成 3 年の地方自治法の 

改正では，監査範囲・ 対象の拡大が 図られたの 

であ る・すなわち ，そこでは，行政活動全般に 
わたり，公正と 能率が確保される よう 機関委任 

事務を含めた 一般事務の監査とともに ，公の施 
設の管理受託者についても ， これを監査対象に 

含めることとし 監査機能が充実，強化された 

のであ る・ もちろん，地方自治法上， このよう 

な行政監査の 実施が保証されたことは 高く評価 

されねばならない．ただ ，行政監査に 関する現 

行規定のもっ 重要な問題点は ，監査委員が「必 

要あ ると認めるとき」にのみ ，行政監査を「実 

施することができる」と 定めている点にあ る． 

すなわち，行政監査は ，財政援助団体等に 対す 

る監査と同様に ，随時監査であ って，決算審査 
のような強制力がないために ， とかくご都合主 

義に流れやすいという 重大な問題を 有している 

のであ る． 

また， 例え 監査委員が行政監査の 必要があ る 

と認めた場合でも ，上述のごとく ，事務局職員 

の絶対数が少なく ， しかも職員が 行政監査に関 

して十分な専門的知識と 豊富な実務経験を 有し 

ていない状況のもとでは ，十分な監査を 実施す 

ることは物理的にも 困難であ る・事実，行政監 

査は財務監査に 較べてはなはだ 不十分な実施状 

況にあ る．例えば，第 24 次地利 調 第 11 回専門小 

委員会の資料によれば ，行政監査の 執行状況は， 

47 都道府県が年平均 2.8 件， 12 指定都市が年平 

均 2.3 件であ るのに対して ， 2 。 562fflN 村では年平 

均 0 ． 6 件となっており ， W 村では殆ど行われて 

いな し 、 のが実態であ る・地方自治体では ， 行財 

政 改革との関連でとりわけ 能率的な行政の 確保 

が重要な課題となっている 時期 16) でもあ り， 
こうした現状は 速やかに改善されねばならない． 

3. 内部監査制度の 限界 

わが国の監査委員制度は 内部監査として 位置 

づけられている． その根拠は，監査委員の 身分 

が当該自治体に 所属し独立性を 欠如している 

こと，すなわち ， 自治体の外部に 監査機構を有 

する独立した 外部の第三者による 監査ではない 

ことに求められる ， また現行制度は ，戦前の議 

会による監査及び 考査役による 考査に代わる 制 

度として設定されたという ， その沿革からも 明 
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らかに内部監査であ るといえよう． 

このような現行制度は ，上述のごとく ，監査 

委員並びに事務局職員の 独立性及び専門性の 面 

において重大な 問題を苧んでおり ， また監査の 

実施体制の面でも 極めて不備・ 不完全な状態に 

あ り，本来的な 監査機能を果たしてこなかった 

のであ る・ しかし，それにも 杓 わらず，今日ま 

で抜本的な改革が 行われなかった 最大の理由は ， 

わが国における 地方民主主義の 遅れに求められ 

うる ・つまり，わが 国では，欧米に 較べて住民 

の自治意識が 低く，民主主義に 不可欠なアカウ 

ンタビリティという 考え方が十分に 育っていな 

いことにあ る．平成 3 年の地方自治法の 改正前 

まで，監査委員の 意見 ( 決算審査報告書Ⅰの 公 

表 が義務づけられて い なかったのは ， まさにか 

かる理由に よ るものであ る． 

従来，地方公会計制度及び 監査委員制度は ， 

主権 者であ る住民に対するアカウンタビリテ 

ィ ・レポートの 公表を軽視し アカウンタビリ 

ティの評価と 意思決定に役立つ 十分な情報を 提 

供してこなかった・すなわち ， これらの制度は ， 

内部管理事務組織及び 内部監査制度として 位置 

づけられ，専ら 首長などの行政管理者に 役立つ 

情報を提供するための 制度として機能してきた 

のであ る・ したがって，行政管理者等にとって 

特段の不都合を 生じない限り ，行政管理者の 側 

から制度改革を 提起することはあ りえないこと 

であ る・特に，公会計制度が 行政管理者に 対す 

る内部報告のための 会計制度であ るとするなら 

ば， ことさら独立した 第三者による 外部監査制 

度を導入する 必要はないであ ろう． 

しかし独立性や 専門性等の面で 重要な問題 

をもつこのような 内部監査制度によっては ，い 

わゆるゼネコン 汚職や官官接待等に 係わる不 

正，腐敗を防止し 公正かつ能率的な 行政運営 

を確保することはとうてい 困難であ る． また専 

ら行政管理者に 奉仕するための 現行制度は ，住 

民の 「知る権 利」を保障し 住民の積極的な 行 

政参加，行政監視を 促進し開かれた 行政を実 

現するという 住民自治の思想、 とも明らかに 矛盾 

するものであ る・ したがって， こうした現状を 

早急に改善し 行政に対する 住民の信頼を 回復 

しなければならない．行政全般にわたり 公正と 

能率を確保するためには ，現行の内部監査制度 

を抜本的に改革すること ，すなわち，行政の 住 

民 に対するアカウンタビリティを 客観的に検証 

しかっ情報公表義務制度を 充実・補完し ぅる 

外部監査制度を 導入することが 必要不可欠であ 

ると考えられる． 

Ⅲ
 

イギリス及びアメリカの 外部監査制度 

1 . イギリス地方自治体の 外部監査制度 

イギリス ( イングランド・ウェールズ ) では， 

1982 年に地方財政法 ( 以下， 82 年 法 ) が改正さ 

れ，翌 1983 年 4 月 1 日から地方自治体における 

新監査制度が 発足した・新制度については ， 82 

年 法の 策 Ⅲ 部 「会計及び監査」 ( 第 11 条 一 第 36 

条 ) 並びにスケジュール 3 「監査委員会」Ⅲ等 

において詳細を 規定しているが ，新制度の最大 

の特徴は，監査委員会 ( 以下，委員会 ) を創設 

したことと，伝統的な 会計監査に加えて ，新た 

に支出に見合った 価値の監査 ( 以下， VFM 監 

査 ) 又は経済性，効率性及び 有効性の監査 ( 以 

下， 3E 監査 ) を導入した点にあ る 18). 

Ⅲ 監査委員会 

新制度以双には ，地区監査官は 環境大臣に よ 

り任命され，環境省から 報酬を受けていた． こ 

のため，監査人の 独立性の面で 誤解を生じがち 

であ ったこと， また地方議会が 監査人を任命す 

ることは独立性の 面で問題があ ると考えられた 

こと， さらに地方政府に 対する住民の 期待や公 

金の支出万法に 関する住民の 関心が高まってき 

たことなどを 踏まえ， 82 年法では，監査人の 独 

五性を確保し より公正な監査を 保証するとい 

う見地から，監査人の 任命権 を地方自治体から 

委員会に移管することにしたのであ る． 

委員会は法人団体であ り，創設時には ，委員 

長 (J. L. Read) 他 15 名の委員 ( 定員は 13 一 17 

名 ) で構成されている・ 委員は，国務大臣が 地 



50  (266) 横浜経営研究 第 ℡ 巻 第 3 号 (1996) 

刀 自治体の関係団体，会計専門家団体等と 協議 

の上，産業界，地方自治体，会計専門家団体， 
労働組合などの 中から任命されている・ 委員の 

当初の任期は 3 年で，その給与・ 報酬は国務大 

臣が 決定することになっている． 

委員会の本部はロンドンとブリストルに 置か 

れ，中央及び 地方政府から 独立した組織として ， 

また財政的にも 毎年の監査収入等で 必要経費を 

賄 う 独立採算性が 採用されている．委員会の 事 

務 局には 600 人をこす監査職員がおり ， メトロ 

ポリタン 他 12 の監査地区の 監査事務に従事して 

いるのであ る． 

委員会の主要な 目的は，地方政府の 誠実性を 

促進しかっ VFM を高めることにあ る・委員 

会は，かかる 目的を達成するために ，以下のよ 

うな多様な任務を 遂行している・すなわち ，① 

各自治体と協議の 後，監査人 ( 任期は通常 5 

年 ) を任命すること ，②車両の管理，購買管理， 

キャッシュフ ロ 一の管理など ， 3E に関する改 

善勧告のための 特別研究を行うこと ，③人口調 

査統計や財政統計などを 含む各自治体の 包括的 

なプロフィールの 作成，④監査実施コード ( 以 

下， コード ) の作成，⑤地方自治体協会及び 会 

計 専門家団体との 協議の後，監査報酬 ( 料金 

表 ) を 決定すること ，⑥有権 者の申し立て 等に 

よ る特別監査の 実施を監査人に 指示することな 

どであ る， 

(2) 監査人の資格，任務及び 監査基準 

①監査人の資格 委員会が任命する 監査人は， 

委員会に所属する 監査職員 ( その大半は旧地区 

監査官であ る ) の他に，国務大臣が 有資格者と 

認めた個人及びそのメンバー 全員が会計専門家 

団体 ( イングランド・ウェールズ ，スコットラ 

ンド及びアイルランドの 勅許会計士協会，公認 

会計士協会，勅許理財 官 協会など国務大臣が 認 

めた会計士の 団体 ) に所属する会計士事務所 
( 監査法人 ) であ る．委員会が 創設されるまで 

は，全監査の 85% を地区監査局が 担当していた 

が，監査人の 過重な負担を 軽減しかっ民間の 

人的資源を積極的に 活用するという 方針のもと 

に，監査法人等による 自治体監査の 割合は次第 

に拡大されつつあ る．最近では 監査業務の 70% 

は委員会に所属する 監査人が担当し 残りの 

30% は 9 大会計士事務所が 引き受けている・ し 

かし将来的には 民間監査法人等の 割合を 50% 

までさらに拡大する 計画であ るといわれる． 

②監査人の任務 新監査制度のもとでは ， 合 

現住監査や財務監査に 加えて， VFM 監査又は 

3E 監査を監査人の 職務権 限に含めることによ 

り，監査範囲の 拡大が図られることになった・ 

82 年法では，監査人は ，会計検査及びその 他の 

方法によって ， 次の事項を確認する よう 要求し 

ている．すなわち ， ( ィ厨務 諸表が「会計及び 監 

査 に関する規則」に 従って作成され ，かつすべ 

ての他の法律規定に 合致していること ( 会規 性 

監査 ), 伸 ) 財務諸表等の 作成に際して 適正な実 
務が遵守されていること ( 財務監査 ), 及び け 

被 監査団体が資源の 利用に関して 経済性，効率 
性及び有効性を 確保するための 適切なアレンジ 

メント ( 制度 ) を設けていること (VFM 監査 

又は 3E 監査 ) であ る． 

ここで経済性とは ，当該自治体が 人的・物日 り 

資源を調達する 際の条件，すなわち ，最低のコ 

ストで適切な 品質と数量の 人的・物的資源を 獲 

得することであ る． また効率性とは ，産出され 

た財貨・サービスとそれらを 産出するために 使 

用 された資源の 関係，すなわち ， あ る一定量の 

資源のインプットで 最大のアウトプットを 産出 

すること，又は 提供される一定の 数量及び品質 

のサービスに 対して最少のインプットを 使用す 

ることを意味する． さらに，有効性とは ，組織 

体 が市民の要求を 充足すること ，及びあ るプロ 

グラム又は活動がその 設定された目標又は 目的 

を達成することを 意味している 19). 
この ょう な 3E の達成は，資源の 利用に関す 

る 計画，評価，授権 及び統制のための 健全な制 

度 が存在するかどうかにかかっている． しかし 

かかる制度を 設定し有効に 機能させるのは ， 

被 監査団体の責任であ る．監査人の 責任は ，当 
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該 制度が当をえたものであ り，かっ有効に 機能 

していることを 独自に検証することであ る 201. 
また， 監査人は， 3E を保証するために 設定 

されている制度について 見解を形成する 際に ， 

次のような領域における 適切な実務に 特別な注 

意を払わねばならない・ 例えば，戦略的な 指令 

及び業績の検査，計画及び 財務管理のシステム ， 

資産の管理，人的資源の 問題，サ - ビスの提供， 

適切な実務に 反する業績などであ る． 

さらに，全般 白 りな管理制度及び 特定のサービ 

スを検討する 際に，決定された 政策そのものを 

問題にすることは 監査人の任務で は な い ． しか 

し政策の影響及び 政策を決定するための 制度， 

例えば，政策の 代替案を検討するための 十分な 

制度が存在するか 否か，政策目的や 目標が明確 

に定められているか 否か，多様な 政策目的又は 

政策遂行のために 採られた手段の 間で矛盾がな 

りか否か， などを検討することは 監査人の責任 
であ る 21) 

③監査基準 82 年法では，委員会が 作成・管 

理するコードには ，監査人が採用ずべき 基準， 

手続及び方法に 関して最高水準の 専・ 門 的実務を 

収めること，そして 監査実施時に 効力を有する 

コードに従って ，監査人が職務を 遂行する ょ ぅ 

義務づけている． このコードは 両院の決議によ 

る承認を得て 発効するものであ り，その効力を 

持続するには 5 年以内に同様の 承認が必要とな 

る ・最初のコードは 1984 年に制定 2,@ れたが， 

爾来，数次にわたる 改訂が行われ ，漸次， 精級 

化され体系化されてきた． 1995 年 7 月に公表さ 

れたその最新版は ，総則の他，の 監査の目的， 

②監査人の権 限と任務，③監査アブローチ ，④ 

監査によるアウトプット ， ⑤特別な権 限の行使 

の 5 章から構成されており ，そこでは監査人の 

職務の遂行方法等を 詳細に規定している． 

(3) 住民の権 利 

新制度のもとでは ，住民に対して ，以下に示 

すような広範な 権 利を保障し住民の「知る 権 

利」の拡充が 図られている． 

①会計関連書類の 調査 利害関係者は ，監査 

の対象となるすべての 会計関連書類 ( 会計帳 簿， 

契約書，請求書などの 証 蟻 書類 ) を調査しか 

っこれらの書類を 複写することができるのであ 

る・ なお，地方自治体は ，決算が完了し 監査 

が 終了する以前に ，最低 15 日間これらの 書類を 

住民の閲覧に 供することを 公示するとともに ， 

これらについて 監査人に質問できる 住民の権 利 

を明示しなければならない． 

②監査人に対する 質問 会計に関連する 事項 

ほ ついて有権 者から請求があ る時は，有権 者 又 

はその代理人に 対して，当該事項について 監査 

人に質問する 機会を保証している． ただ有権 者 

の質問は，監査中の 年度の会計に 関連する事項 

に 限定されている・ また監査人は ， 自治体の同 

意なしには， 自治体と業者との 契約といった 機 

密事項について 情報を提供することは 認められ 

ないのであ る． 

③有権 者による異議の 申し立て 有権 者又は 

その代理人は ， 次の事項の決定について 不服が 

あ る場合には，監査人に 異議を申し立てること 

ができる   すなわち， ( ィ陰 計 項目に関する 違法 

性の確認， @ 説明されていない 金額の返還や 故 

煮 に よ る違法行為から 生じた損害額の 弁済請求， 

及 ㎝ パ 公共の利益のために 監査人が報告する 事 

項であ る．上記 ィ @ ㎝司に関する 監査人の決定 

に不服の有る 者は，その決定の 通知を受けた 後， 

6 週間以内に，監査人にその 決定の理由を 文書 

で回答する よう に求めること ，及び監査人の 決 

定を裁判所に 訴えることができるのであ る． 

④会計報告書及び 監査報告書の 調査権 被 監 

査団体の有権 者は，当該団体の 会計報告書及び 

監査報告書を 調査しかつ複写すること ，そして 

料金を支払いこれらの 書類の郵送を 要求するこ 

とができることになっている． 

2. アメリカの 州 ・地方政府の 外部監査制度 

山 単 - 監査法の目的と 監査対象 

①単一監査 法 の目的 ァメリヵ では 1984 年に 

単一監査 法 23) ( 以下， 法 ) が制定された・ 同 
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法の制定以前には ，州及び地方政府 ( 以下，州 

政府等 ) は，連邦政府から 補助金等の交付を 受 

けた場合，当該補助金ごとに 外部監査を受ける 

ことを義務づけられていた・このため ，例えば， 

州政府等が連邦財政援助プロバラム (FFAP) 

に 基づいて複数の 機関から数種類の 補助金を受 

領している場合には ，年間を通して 複数の監査 

が同時併行的にあ るいは重複して 行われ， しか 

も連邦機関によって 監査の要件が 異なる場合も 

あ るために，監査人の 質問や文書の 検索など， 

職員はその対応に 多大の時間と 過重な労力を 強 

いられることになる． さらに，補助金ごとの 監 

査の場合には ，当該補助金に 関連する事項のみ 

に監査範囲が 限定されるために ， 被 監査団体全 

体の財務諸表の 適正性や合 規性 等についての 意 

見が表明されえないという ，重要な問題を 字ん 

で い たのであ る． 

単一監査法の 目的はこうした 現状を改善する 

こと，すなわち ， ( ィ )FFAP に関する州政府等 

の財務管理を 改善すること ， ( 同州政府等に 提供 

する連邦財政援助 (FFA) に関して統一的な 

監査要件を確立すること ， れ 監査資源 ( 監査 

八 ) の効率的かっ 効果的な利用を 促進すること ， 

及 ㎝目連邦諸機関が ，最大限実行可能な 範囲で， 

本法に従って 実施された監査結果を 信頼し利用 

することを保証することにあ る・従って ， 法は， 

かかる目的を 達成するために ，従来の補助金 ご 

との監査にかえて ，州政府など 組織単位ごとに 

監査を実施するものであ る・かくて，複数の 連 

邦機関から補助金等を 受けている場合でも ，同 

法のもとでは ，ただ一つの 監査を受ければ よ い 

ことになるのであ る． 

②監査対象 しかし少額の FFA を受けて 

いる組織に対してまで 法を適用することは ，逆 

に当該組織に 過重な負担をかけることになる． 

そこで，法は 一会計年度に 受けた財政援助総額 

の 多寡により，監査対象を 決定することにして 

いるのであ る・すなわち ， ( ィ )10 万ドル以上の 財 

政 援助を受けた 政府には単一監査を 強制するこ 

と， 伸 )25,000 ドル以上 10 万ドル未満の 財政援助 

を 受けた政府は 単一監査 スは 補助金ごとの 監査 

のいずれかを 選択できること ， 及 ㎝ パ 25,000 ド 

ル未満の財政援助を 受けた政府は ，これらの監 

査が免除されるというものであ る・ なお， 

FFA には補助金，契約，貸付，利子補給， 協 

力 契約，財産供与，保険債務保証等を 含み， ま 

た財政援助総額の 算定にあ たっては，連邦政府 

から直接受け 取った FFA とともに，他の 州政 

府等を経由して 間接的に受領したものも 含まれ 

るのであ る   

(2) 監査人の資格，監査範囲及び 監査基準 

①監査人の資格 州政府等では ，通常，選挙 

又は議会の任命によって 独立監査人を 決定して 

いる・独立監査人には ， ( ィ被 監査団体の公務員 

であ る監査人， ( ロ腋 監査団体以覚の 政府職員で 

あ る監査人及㎝ パ 公認会計士又は 監査法人の 3 

つのタイプがあ る・ なお，一部の 州を除き，地 

方政府の監査は 一般に民間の 監査法人等によっ 

て行われている． 

単一監査 法 では，監査人の 独立性を重視して 

おり，独立監査人のみが 監査を実施しうるもの 

と規定する・ ここで独立監査人とは ，上記の ( ロ ) 

又はれ，すなわち ，一般に認められた 政府監査 

基準 (GAGAS) における独立性の 基準を充足 

する外部の州 X は地方政府の 監査人， もしくは 

同基準を充足する 公共会計士のいずれかであ る． 

②監査範囲 単一監査 法 に基づく監査は ，州 

政府等の財務活動全体を 包摂するとともに ， 次 

04 つの事項について 決定し報告することを 要 

求している．すなわち ， ( ィ 当該政府実体の 財務 

諸表が一般に 認められた会計原則 (GAAP) 
に準拠して財政状態及び 財務活動成績を 適正に 

表示しているか 否か ( 財務監査 ), ( 同当該政府 

実体が財務諸表に 重要な影響を 与える法律や 規 

則に従っているか 否か ( 会規 性 又は準拠性監 

査 ), け 当該政府実体は 法律や規則に 従って 
FFAP を管理する合理的な 内部統制制度を 有 

しているか否か ( 内部統制の検査 ), 及び 結 ) 当 

該政府実体が 主要な FFAP に重要な影響を 与 
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図 1  政府単一 監 声における報告のレベル 

財務諸表に GAAS 監査 

関する報告 

政府監査基準 

実体の内部航 法律及び規則 
制 組織に関する の遵守に関する 単一監査 oMB 通達 

報告 ( 注 ) A  一 128 

政 援助連邦財政援助連邦財政援助 連邦 財 
る 内部 の一般的な遵 の " 重要な "  政 援助の 

付属明細 表 統制について 守に関する 報 遵守に関する " 重要性の 
に関する報告 の報告 土 口 報告 乏しい " 遵守 

に関する報告 

ほ ) 違法行為に関する 報告を含む 
資料出所 :AICPA,Aud@lsotSlate 皿 dLocalGovernmentalUnits(New  York:AICPA,l994)   

える法律や規則に 従っているか 否か ( 合規 性器 財務監査の実施基準・ 報告基準及び 業績監査の 

査 ) を 決定し報告することであ る ( 図 1 参照 )   実施基準・報告基準からなり ，すべての政府組 

ここで注目すべきは ，単一監査の 場合には， ィ 織 ， プロバラム，活動及び 機能の監査に 適用す 

ギリス地方自治体の 監査と異なり ，業績監査 ることを意図しているのであ る 26) ( 表 4 参   日ほ )   

( 経済性・効率性監査及びプロバラム 監査 ) が 

監査範囲に含まれていない 点であ る・ もちろん， (3, ポートランド 市の監査制度 

州政府等においても 業績監査は極めて 重視され 地方政府は，民間の 監査法人等への 監査業務 

ており，従来，それは 主に内部監査部門によっ の 委託や専門監査官の 採用など，多様な 組織・ 

て 実施されてきたのであ る 袖   運営の形態に よ り監査機能を 遂行することが・ 日 Ⅰ 

③監査基準 独立監査人は ，単 - 監査の実施 能 であ る・例えば， オレゴン州のポートランド 

に 際して，アメリカ 公認会計士協会 (AICPA) 市 では，立法府及び 行政府とは独立 - した機関と 

の 一般に認められた 監査基準 (GAAS) 及び して， 市 監査官 1 名 ( 公認会計士 ) を市民の直 会計検査院 (GAO) の GAGAS に準拠す る と 接 選挙で選出している・ 市の憲章は，選出され 

ともに，行政管理予算局 (0MB) の通達等に た 監査官に財務監査及び 業績監査を実施する 権 

従って FFAP に関する追加的な 監査手続きを 限 、 と義務を与えている   

採用することを 義務づけられている． GAAS このような 市 監査官の広範な 任務を補佐する 

は ，一般基準 ( 専門的能 フ J, 独立性及び専門家 ために創設された 監査業務部 " は ，現在，会 

としての正当な 注意Ⅰ，実施基準 ( 計画と監督， 百十， そ - テ正文，糸 モ哨 ・， f 去 7 名，承元百十， コンピューター 

内部統制，適切な 証拠の入手 ) 及び報告基準 など，多様な 教育的背景をもっ 10 名の専門職員 

(GAAP への準拠，首尾一貫性，情報開示及び から構成されておれ ), 平均約 80 万ドルの年次チ 

意見表明 ) から構成されており ，監査の実施に 算 ですべての業務を 運営している．監査業務部 

関する質的基準を 詳細に規定している ， 5,. ま の 専門職 買 は， GAC) の GAGAS を遵守 し， 監 

た 1994 年に改訂された GAGAS は，一般基準， 蚕業務 ( 業務計画，実地調査，調査報告，追跡 
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表 4  政府 監 Ⅰ基準 

  監 査 業 務 の 範 囲   
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グ
 

済
口
 

経
プ
 

  
  般 基 準 

  

  資格，独立性，専門家としての 正当な注意，品質管理 
  

  実 施 基 準 と 報 告 基 準   

財務監査 

実施基準 
計画 

不正行為，違法行為及びその 他の下準拠 
内部統制 
監査調書 

財務関連監査 
報告基準 

監査委員会又は 他の責任者との 意思の疎 
通 
GAGAS への報告準拠 

法律及び規則への 準拠と内部統制に 関す 
る報告 
特権 情報と機密情報 
報告書の配布 
財務関連監査 

  
業績監査 

  
    監督 

法律及び規則への 準拠 
マネジメント・コントロール 
証拠 

報告基準 
形式 
適時性 
報告書の内容 
報告書の提示 
報告書の配布 

資料出所 ',ComptrollerGeneraloftheUnited  States, Go 化 沖笏 そん A ぴ祐 tz ngS れ 拓 れん d ぬ s   

調査など ) のすべての局面で 独立性と客観性を 提供努力と成果に 関する報告書，財政動向に 関 

保持することを 義務づけられている．ただ ， 財 する分析報告書，包括的年次財務報告書など ， 

務 監査については 民間の監査法人に 業務を委託 1988 年以降，年平均 9 つの報告書を 作成・公表 

しているため ，同部では主に 業績監査に重点を し 市政府の業績及びアカウンタビリティの 改 

おいているのであ る   善に努めている． また各部局の 管理者もこれら 

つまり，監査業務部の 主要な使命は ，行政 活 行政サービスの 提供等に係わる 改善勧告書の う 

動の公正性，効率性，有効性及び 透明性を高め ち ，約 90% について十分な 対応を図り，業務の 

ることにあ る， この使命を達成するために ， 7% 改善に努力してきたのであ る． 因に， 1984 年 以 

来 ，同部では，プロバラムの 効率性と有効性の 降 ，業績監査等の 実施によって ， 2.150 万ドル 

評価，財務報告と 管理情報の正確性の 評価， 無 以上の財務上の 便益の獲得が 確認されている   

駄を省きかっ 資産を保全するための 統制の適正 さらに，監査業務部は ，最近，住民に 対する 

， 性に関するデスト ，法律や規則の 遵守に関する アカウンタビリティを 改善するために ，サービ 

検査などを実施することによって ，市民，議会 スの コスト，その 成果及び財政状況に 関して， 

及び行政管理者に 対して，多くの 有用かっ客観 市民向けの報告書 28) を公表している．そこで 

的な情報を提供してきた．例えば ，サービスの は， 多くの図表やグラフを 使用しまた時系列 
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比較や他都市との 比較をまじえ ， ( ィ 消防，警察， 

上下水道，住宅，道路・ 交通，公園など ，主要 

なサービスのコスト 及びその支出動向， 坤 ) サー 

ビス提供の成果，すなわち ，公共の安全性 ( 犯 

罪や火災の発生件数など ), 居住適正 ( 公園や 

道路・交通などの 整備状況 ) 及び清潔な環境作 

り ( 上下水道の整備状況，水質や 料金など ), 

さらに い 過去 3 年間の連結貸借対照表を 要約表 

示するとともに ， 数 期間の財政動向 ( 活動剰余， 

流動性， ファンド残高など ) を分析することに 

よって，財政の 健全性を分かり 易く解説してい 

るのであ る． 

Ⅳ 監査制度の改革と 今後の課題 

地方自治体における 外部監査制度は ， ①イギ 

リス型 ( 監査委員会型 ), ②アメリカ型 ( 独立 

監査人型 ) 及び③その他のハイブ " ッド 型の 3 

つのタイプに 大別することができる． わが国地 

刀 自治体における 監査制度の改革を 考える場合， 

特に，配慮すべき 事項は ，け濫 茶人の独立性と 

専門性を確保することと ， ( ロ僕績 監査の実施を 

徹底することの 二 つ であ る．①及び②はともに 

監査人の独立性及び 専門性の要件を 十分に満た 

している・ただ ，②が業績監査を 外部監査人の 

任務から除外しているのに 対して，①は 財務・ 

会規 性 監査に力 U えて VFM 監査も監査人の 職務 

権 限に含めており ， その意味では ， 自治体監査 

の 理想型に近いものであ るといえよう． 

しかし長期目標としてはともかく ， 今 直ち 

にわが国に，①を 導入することは ，事実上，不 

可能であ ると思われる．例えば ，①に倣い， 自 

治省 ・自治大臣の 管轄 干 に全国規模の 監査委員 

会を創設すると 仮定した場合に ，解決すべき 第 

一の問題は，監査資源 ( 監査人 ) ないかにして 

確保するかであ る． イギリスの場合は ，旧地区 

監査官を委員会所属の 監査官としで 登用するこ 

とが可能であ ったが， わが国では，広範な 専門 

的能力と実務経験をもった 膨大な数の監査人を 

確保することは 極めて困難であ る， 

また監査委員会の 組織形態を国の 特殊法人と 

する場合には ，それが官僚の 天下り先になる 可 

能性は非常に 高い， したがって，委員会のメン 

バー構成及びその 運用の仕方いかんによっては ， 

国の後見的な 監督のもとに 実施された戦前の 監 

査 制度のごとく ，国の主導によって 地方自治が 

侵害される危険性を 多分に 字 んでいるといえよ 

う・そのような 方向は地方分権 の思想とは明ら 

かに逆行するものであ る・ さらに，①を 導入す 

る場合には，当然，地方自治法の 大幅な改正が 

必要となるが ，今日のような 切迫した状況のも 

とで，短期間に 抜本的な改革を 実行することは ， 

実際問題として 不可能であ る． 

このようなイギリス 型に較べてアメリカ 型 ， 

特に，ポートランド 市 型の監査制度の 連人は， 

上ヒ 軟白りに小規模でかつ 障害の少ない 制度改革に 

よって， わが国の現状を 改善することが   可能で 

あ り， また実行可能性という 点でも，①よりも 

はるかに優れていると 思われる・そこで ，以下 

では，ポートランド 市 型に倣って，現行制度改 

革に関する具体的な 提案の骨子と 今後の検討課 

題を明らかにすることにしたい． 

(1) 外部監査機構の 設置とその運営 

制度改革に関する 提言の第一は ，監査人及び 

監査担当職員の 独立性と専門性を 確保しかつ 

業績監査を徹底して 実施し ぅる 体制を確立する 

ために，例えば ， GAO やわが国の会計検査院 

のごとく，行政府及び 立法府とは独立した 外部 

監査機構を創設することであ る．すなわち ，現 

行の監査委員及び 監査委員事務局を 発展的に解 

消し これに代わる 必 置の監査機構として 自治 

体 監査人 ( 以下，監査人 ) とその業務を 補佐す 

るための監査局を 新設することであ る． かかる 

監査機構の設置主体は ，基本的には 都道府県， 

政令都市など ，各自治体であ るが，小規模市町 

村の場合には 都道府県または 他の市町村と 共同 

して設置することを 検討すべきであ る・ なお， 

この場合，外部監査機構の 創設及び運営に 係わ 

る 一切の支出は ，現行制度の 場合と同様に ， 当 

該 自治体の歳入 ( 予算 ) で賄うことになる   
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(2) 監査人の選任方法と 資格要件 

改革提言の第二は ，首長が議会の 同意を得て 

監査人を選任するという 選任方式を廃止して ， 

首長と同様に 監査人も住民の 直接選挙に よ り 選 

出するか，あ るいは議会の 選挙で選出する 方式 

に改めることであ る． もちろん，公選による 場 

合は，首長や 議員と同様に ，住民投票による 監 

査人の解職請求の 規定を検討する 必要があ る・ 

選出される監査人としては ，当面，公認会計士 

など監査に関する 専門的能力と 実務経験を有す 

る者をあ てることが望ましい． しかし今後， 

自治体の監査業務に 精通した人材を 育成しかっ 

その量的拡充を 図るためには ，例えば，公認会 

計士試験制度 ( 試験科目に法律や 行財政関連辞 

目 の追加 ) 等の改革や自治体監査 士 制度の創設 

等も十分検討すべきであ ろう・ 

監査局に所属する 専門職員の採用，昇任，解 
雇等に係わる 一切の権 限は監査人に 委ねること 

とし監査局が 固有の専任職員を 採用し長部 
局との間の人事移動は 原則として認めないもの 

とする．なお ，専門職員の 採用に際しては ，会 

計・監査のみでなく ，広範多岐にわたる 監査業 

務の遂行に必要なすべての 専門領域を網羅する 

よう配慮すべきであ る・そして採用後も ， 例え 

ば，会計検査院等との 人事交流や局内覚の 研修 

等によって職員の 資質の向上を 図るとともに ， 

給与や昇任などを 含め職員の身分を 保証し 勤 

労 意欲を高める よう 十分な手立てを 講ずる必要 

があ る． 

(3) 監査人の任務と 監査基準 

提言の第三は ，監査人及びこれを 補佐する 事 

問 職員に対して ，財務監査及び 業績監査の両者 

を実施するに 必要なすべての 権 限と責任を与え 

ることであ る． したがって，現行制度上，住民 

の権 利として認められている 選挙人の要求監査 

や 住民監査請求などは ，監査人に対して 請求す 

ることになる． ただし財務監査については ， 

さしあ たり，独立性と 専門性を確保するという 

見地から，覚部の 第三者であ る公認会計士また 

は 監査法人に業務を 委託し，その 監査結果を監 

査人がレビューする 方式を採用すべきであ る・ 

もちろん，将来，専門職員が 業務の遂行に 必要 

な専門的能力と 十分な実務経験を 積んだ段階で 

は，財務監査も 担当することになる・ しかし 

当面，専門職員の 中心的な任務は ，監査人の指 
導監督のもとに ，能率的な行政運営の 確保に関 

して十分なチェックをすること ，具体的には 

GAO で実施されている 業績監査 ( 経済性・ 効 

率性 監査とプロバラム 監査 ) の遂行に重点をお 

くことであ る． 

ここで いう 経済性・効率性の 監査とは，当該 

自治体がその 資源を経済的・ 効率的に取得し 

保全しかっ利用しているか 否か，非効率また 

は 不経済口りな 業務の原因及び 経済性・効率性の 

事項に関連する 法律や規則等に 準拠しているか 

否かを決定することであ る・ また， プロバラム 

監査とは，立法府等が 決定した所期の 成果・ 便 

益 をどの程度達成しているか ，組織，プロバラ 

ム等の有効性及びプロバラムに 適用される法律 

や規則等に準拠しているか 否かを決定すること 

であ る 29). なお，すでに VFM 監査のところで 

指摘した よ うに，政策の 評価には監査人の 価値 

判断が介入しその 評価は極めて 困難であ る・ 

従って，業績監査には 政策そのものの 評価を含 

めるべきではない． 

提言の第四は ，監査人及び 監査担当職員が 広 

範な 監査業務を有効かつ 適切に遂行しかつ 自 

治体監査に対する 住民の信頼を 高めるために ， 

全自治体に対して 適用しうる統一的な 監査基準 

を早急に設定することであ る・監査基準の 設定 

に当たっては ，自治省が中心となり ，例えば， 

全国都市監査委員会の 都市監査基準準則， イギ 

リスの監査実務コード ， AICPA の GAAS, 

GAO の GAGAS など，内外の 諸基準を詳細に 

検討するとともに ，監査委員， 日本公認会計士 

協会会員，学識経験者などの 意見を総合的に 勘 

案することによって ，わが国の実情に 則した基 

準を速やかに 作成する必要があ る・ 
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玉
 

1) アメリカ公会計基準審議会 (GASB) の概念 報 
吉書 (CS) 第 1 号では，財務報告の 主要な利用 
者として，Ⅲ市民バループ ，。 2 庇 法 席 ・監督官 
吏 及 ㎝ 3@ 貸家・債権 者の 3 つのグループを 確 

認しこれらの 利用者に対する 情報伝達が有効 
に行われるためには ，財務報告は ，理解 - ロ 1 龍佳， 
信頼性， 目的適合性，適時性， 首尾一貫性及び 

比較可能性という 基本的な情報特性を 具備しな 
ければならないとする・ 
GASB, Concepls Slatement No. l of the GoV, 

ernmental Accounting Standards Board, O 力 ec- 

tiv,esofFfn,dn,cialRePortin,g,,G;ASB, May I987, 
pp. 22 イ 4. 

2) わが国地方自治体における 財政情報の公表義務 
制度の概要，それが 宇 んで い る問題点及び 現行 
制度の改革の 方向については ，例えば，隅田 - 

隻「住民自治と 情報開示制度」『横浜経営研究』 

第 12 巻第 2 号 け 991.9) 及び隅田 - 畳「地方自 

泊 体における会計責任概俳の 拡充 と SEA 報告 一 

民主的にして 能率的な行政の 確保をめざして」 
ア 横浜経営研究』第 15 巻第 3 号 (1994.11) を参 
照 されたい   

3) GASB の CS 第 1 号では，州及び 地方政府の環 
境特性，財務報告の 利用者及び利用目的等を 明 

らかにしたのち ，財務報告の 目的を政府の アヵ 
ゥ ンタビリティの 評価と経済的，   社会的及び政 

治的な意思決定に 役立つ，情報の 提供に求めてい 
る・ 

GASB,ConceplsStalementNo. loftheGASB, 
Op. cit., pp. 26 イ 9. 

4) わが国の地方公会計制度とそれが 宇 んで か る 箱 硯 

題 点の詳細については ，例えば，隅田一畳「住 
民自治と基金会計システム」『中央大学経理研究 
所・経理研究Ⅰ第 35 号 け 991) 及び隅田 - 豊 
「住民自治と 地方公会計制度の 改革」 旺 会計」 第 

141 巻 第 1 号 (1992.1) を参照・ 

5) パフリック・アカウンタビリティについては ， 

例えば，隅田 -- 豊 「アカウンタビリティの 拡充 

と SEA 報告 一 民主的にして 能率的な行政の 確保 
をめざして 一 」 [ 会計四 第 148 巻第 6 号 

(1995.12) を参照されたい・ 
6) 隅田 -- 豊 「住民自治と 監査制度の改革Ⅰ『横浜経 

営研究 ] 第 12 巻第 3 号は 991.1 乙を参照・ 
7) 地方六団体「地方分権 の推進に関する 意見菩一 

新時代の地方自治 一 」「地方分権 推進要綱」「第 

6 地方公共団体の 行政運営の民主化，公正・ 透 
明化及び効率化」「 3. ( 監査機能の強化 ) 」 ( 平 

成 6 年 9 月 26 日 ) を参照・ 

㈲地方制度調査会「地方分権 の推進に伴 う地 万行 
政体制の整備・ 確立 - に ついての専門Ⅱ、 委員会報 
告」 ( 平成 8 ヰ --4 月 16 日 ) では，地方公共団体の 

監査機能の充実強化に 関して審議を 重ねてきた 
が，時間的な 制約等もあ り，結論を得るまでに 
は至っておらず ，とりあ えず，同小委員会では ， 
現行の監査委員制度の 充実強化と外部監査制度 
の導入の両面から 検討すべきという 点で意見の 
集約がなされている・ 

9) この点に関して ，地方分権 推進法 ( 平成 7 年 5 
月 19 日法律第 96 号 ) では，「地方分権 の推進に関 
する国の施策」として ，国は，地方公共団体へ 
の権 限の委譲を推進するとともに ，国の関与， 
必置 規制，機関委任事務及び 国の負担金，補助 
金等の整理及び 合理化その他所要の 措置を講ず 
るものと規定している ， 

10) 監査委員制度の 沿革については ，例えば，加藤 
宮子「現行監査委員制度の 問題点と改革試案」 

[ 会計ジャーナル』 れ 988.4) 及び小西 - 正「地 

方自治体監査制度の 歴史と意義」日本監査研究 
学会・地方自治体監査研究部会編『地方自治体 
監査』 @-- 法規， 1991) を参照されたい・ 

l1) 臨時行政改革推進審議会事務室監修「『地方の 日 - ぎ 

代 』の新展開一新行革審答申」「Ⅳ地方自治体の 
自己改革の推進」 ( ぎょうせい， 1990 年 ) pp. 
31 弓 7 を参照． 

12) 黒沢清 外 『監査基準』 ( 中央経済性。 1957 年 ) 
pp.3 円を参照・ 

13) 全国都市監査委員会編著『監査手帳 一 改定版 一 』 

( 第 -- 法規，平成 5 年 )   

14) 自治省 編 『地方財政白書コ 平成 8 ヰ - 版 ( 大蔵 省 

印刷局，平成 8 年 4 月， p.208) では，この点に 
ついて，「地方債現在高が 累増していることに 加 
え ，交付税特別会 言 ・ f の借入金も多額になり ，実 
質的な将来の 借入金残高は 平成 7 年度 未 約 1249 じ 

円の規模にまで 拡大している・ また，財政構造 
の弾 ブ @J   性を示す指標であ る経常収支比率は ，地 
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官通知を発行した・ そこでは，行革推進のため 
の重点字 項 @ 事務事業の見直し 組織・機構の 

見直し．正旦管理及び 給与の適正化の 推進・効 
果的な行政運営と 職員の能力開発等の 推進など 

6 項目 ) を踏まえ，行政のみ H 織 ・運営全般にわ 
たる 総 " 検を行 い 。 改革， 改 謂を要する     甘項は 

ついて新たな 行政改革大綱を 白土的に策定する 
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17)@ Local@ Government@ Finance@ Act@ 1982 ， Part@ III 
Accoun ぬ andAudit(Section l1 円 6) and Sched- 
ule 3, The AuditCommission. 
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